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現状と課題 対応の方向性

生産技術の高

効率化

• 合成メタンの生産コストは水素製造が大半となるため、
生産時の電力コストが課題。

• 今後の合成メタンの導入促進に向けて、大規模かつ高
効率な生産技術を確立し、低コスト化の実現が必要。

CO2カウント

ルール

• グリーンイノベーション基金を活用し、生産効率を飛躍的に高

める革新的メタネーションの基盤技術確立に向けた技術開発

を実施中。

• 革新的メタネーションについて、 2030年に基盤技術を確立し、

2040年代に大量生産技術の実現を目指す。

• 現在のIPCCなどの国際ルールにおいては、合成メタン
などのカーボンリサイクル燃料の利用時における排出量
の計算方法が明確になっていない。

• CO2カウントの整理に当たっては、国際的に説明可能で、
かつ、CO2の排出削減量のダブルカウント排除しつつ、
客観的に環境価値が移転していくことを確認できる仕
組みとすることが重要。

• 地球温暖化対策推進法に基づく温室効果ガス排出量算定・

報告・公表制度(SHK制度)におけるカウントルールを、環境

省・経産省の合同の検討会にて整理。

• 今後、必要な法令・マニュアルの整備を行い、令和7年度報

告(令和6年度実績)からの適用を目指す。

持続可能な投

資の継続

• 都市ガス分野のカーボンニュートラル化に向け、合成メタ

ン等の市場創出・利用拡大が必要。

• 持続可能な形で投資が継続される環境の整備を行い、

事業者の予見可能性を確保することが課題。

• 2030年の目標（1%導入等）に向けて、必要となる規制・

制度（高度化法・託送料金制度）について整理。

• 今後、中長期的なカーボンニュートラル化に必要な規制・制度

の検討を実施。

合

成

メ

タ

ン

合成メタンの供給拡大

※天然ガスは化石燃料の中でＣＯ２排出量が少なく、2050年カーボンニュートラルに向けたトランジション期において重要な役割を
果たす。将来的な合成メタンなどの活用を見越し、石炭・重油から天然ガスへの燃料転換を後押しすることが必要。
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⚫ グリーンイノベーション基金を活用し、生産効率を飛躍的に高める革新的メタネーションの基盤技術確立に向
けた技術開発を実施中。

⚫ ロシア・ウクライナや中東情勢に起因するエネルギー価格の高騰、急激な円安等の影響を受けるなどプロジェクト
開始当初に予見が困難であった環境の急激な変化が生じており、プロジェクトの成果の未達成などを避けるため、
297.7億円に増額した。

メタネーションに係る技術開発

第29回産業構造審議会 グリーンイノベー
ションプロジェクト部会エネルギー構造転
換分野ワーキンググループ（令和6年10月
29日）資料2 一部修正

イノベ室（済）



３

⚫ 合成メタンなどのカーボンリサイクル燃料の利用について、排出削減価値の移転の結果は基礎排出量から反
映することや、回収価値・使途の証明に関する要件や証明方法について整理を行った。また、カーボンリサイクル
のサプライチェーンが国境をまたぐ場合であっても、同等の証明をすることで、排出削減価値の主張を可能とす
る整理を行った。（本年6月18日 第9回算定方法検討会）
※ 米国において合成メタンを製造し、日本に輸入して利用するプロジェクト（都市ガス事業者が検討中）においては、日本企業と米国企業が基本合  
意書（LOI）を締結し、環境価値を利用側に移転する方針で検討。

⚫ また、都市ガスの排出係数について、基礎排出係数でもメニュー別排出係数を設定可能とするなど新たな基礎
排出係数の設定や、合成メタンに関する回収価値・使途の証明方法や排出係数への反映等について整理を
行った。（本年10月15日 第3回係数検討会）

⚫ 今後、必要な法令・マニュアルの整備を行い、令和7年度報告(令和6年度実績)からの適用を目指す。

温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度の整理状況

第3回 温対法に基づくガス事業者及び熱供
給事業者別排出係数の算出方法等に係る検
討会（令和6年10月15日）資料３
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低炭素水素等のサプライチェーンの構築に向けた価格差に着目した支援等の実施

⚫ 本年10月23日、低炭素水素等（水素及びその化合物であるアンモニア、合成燃料、合成メタン）のサプ
ライチェーンの構築に必要な資金について助成金を交付する価格差に着目した支援及び拠点整備支援を
実施する水素社会推進法が施行された。

⚫ 価格差に着目した支援及び拠点整備支援を受けるための低炭素水素等供給等事業計画の申請受付期間
を設ける予定。具体的な期日は、今後ウェブサイトにて掲載予定。

（出所）資源エネルギー庁ウェブサイトより
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/advanced_systems/hydrogen_society/carbon_neutral/index.html

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/advanced_systems/hydrogen_society/carbon_neutral/index.html
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第14回水素・アンモニア政策小
委員会/第15回脱炭素燃料政策小
委員会/第6回水素保安小委員会

（令和6年6月7日）資料１

水素社会推進法の低炭素水素等の要件①（炭素集約度の基準値）
⚫ 前回の協議会においてＣＣＲ研究会に報告いただいた合成メタンの炭素集約度を踏まえ、水素社会推進法

の低炭素水素等の要件である炭素集約度の基準値について、合成メタンは49.3g-CO2e/MJと整理し省
令に規定。
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水素社会推進法の低炭素水素等の要件②（我が国におけるＣＯ２の排出量の削減に寄与）

⚫ 水素社会推進法の低炭素水素等の要件である我が国におけるＣＯ２の排出量の削減に寄与すると認めら
れることについても、外国でCO2を排出した事業者と当該CO２で製造される合成メタンを供給又は利用する
我が国の事業者の間で二重計上回避に関する合意があり、その合意に基づいて両国の事業者に関する排出
計上制度に反映する考え方などを整理し省令に規定。

第14回水素・アンモニア政策小
委員会/第15回脱炭素燃料政策小
委員会/第6回水素保安小委員会

（令和6年6月7日）資料１
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（出所）IPCC SIXTIETH SESSION OF THE IPCC Decisions adopted by the Panel 

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2024/02/IPCC-60_decisions_adopted_by_the_Panel.pdf

（参考）IPCC及びGHGプロトコルの動向

⚫ 本年１月に開催されたIPCC第60回総会において、2027年までにCDR・CCUSに関する方法論報告書を取
りまとめることが決定された。今年度は10月上旬に実施されたスコーピング会合の議論を踏まえて、IPCC第62
回総会において同報告書のアウトラインを承認予定。

⚫ 企業のGHG排出量の算定・報告基準の国際的なデファクトスタンダードであるGHGプロトコルは、2025年に改
定草案のパブコメを行い、2026年後半に改定予定。日本ガス協会は、SCOPE1において合成メタンなどのカー
ボンリサイクル燃料の利用が適切に評価されるように、ＧＨＧプロトコル事務局に提言書の提出等を行っている。

＜ＩＰＣＣ第60回総会の決定文書 関係部分抜粋＞

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2024/02/IPCC-60_decisions_adopted_by_the_Panel.pdf
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（参考）APECエネルギー大臣会合 水素政策ガイダンス

（出所）APEC POLICY GUIDANCE TO DEVELOP AND IMPLEMENT CLEAN AND LOWCARBON HYDROGEN POLICY FRAMEWORKS IN THE ASIA-PACIFIC
https://www.apec.org/docs/default-source/groups/ewg/apec-policy-guidance-to-develop-and-implement-clean-and-low-carbon-hydrogen-policy-frameworks-in-the-asia-pacific.pdf?sfvrsn=45fb78ac_1

＜水素政策ガイダンス 関係部分抜粋＞

⚫ 本年8月に開催されたAPECエネルギー大臣会合において、APEC域内における低炭素な水素およびアンモ
ニア、合成燃料、合成メタンなどの水素派生物の開発に協調して取り組み、水素エコシステムの発展を促進
するための協力分野を規定すべく、水素政策ガイダンスを策定。

⚫ APECのエコノミー（国・地域）の経済・社会状況の多様性を認識した上で、具体的な協力分野として、排
出量計算を含む基準や認証、バリューチェーン、技術開発等が挙げられている。

https://www.apec.org/docs/default-source/groups/ewg/apec-policy-guidance-to-develop-and-implement-clean-and-low-carbon-hydrogen-policy-frameworks-in-the-asia-pacific.pdf?sfvrsn=45fb78ac_1
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2030年の導入目標に向けた環境整備
⚫ 我が国における都市ガス分野のカーボンニュートラル化に向けて、合成メタン（e-methane）やバイオガス

の市場創出・利用拡大が必要であり、持続可能な形で投資が継続される環境の整備を図る。

⚫ 特に、現行のエネルギー基本計画では、2030年には、既存インフラへ合成メタンを１％注入し、その他の手
段と合わせてガスの５％をカーボンニュートラル化することとしている。

⚫ この短期的な目標に向けて、事業者の予見可能性を確保する観点から、速やかに規制・制度を具体化する
ため、既存のバイオガス推進の仕組みをベースに、高度化法における目標の設定、託送料金制度を用いた仕
組みを構築することで、合成メタンの導入を推進。

短期的な目標に向けて必要な規制・制度（概要）

高度化法における目標設定

（１）目標となる対象ガスは現行のバイオガスに加え合成メタンを追加

（２）事業者の判断の基準となる目標（合成メタン・バイオガスの目標）

・2030年度において、各事業者の供給量の１％相当の合成メタン又はバ

イオガスを調達して導管に注入

・カーボンニュートラル化の状況を踏まえ、効率的な経営の下において、

合理的に利用可能な範囲において、各事業者の供給量の５％相当の合

成メタン又はバイオガスを調達して導管に注入

（３）計画作成事業者

・前事業年度におけるその製造し供給する可燃性天然ガス製品の供給量が

900億MJ以上の事業者（東京ガス、大阪ガス、東邦ガスが対象）

（４）目標達成のための証書導入の必要性については検討を継続

託送料金制度の活用

（１）算入可能額の算出方法

・ガス小売事業者間の公平な競争の環境を整備する観点から、ガスの⼀般的な

調達費用よりも割高となる費用については、託送料金原価に含めることを可能

とする

（２）高度化法目標達成のために必要となる調達費まで計上可能

（３）環境価値の扱い

・その導入に係る費用を負担しているガス小売事業者に公平に分配

・分配された環境価値については、例えばカーボンニュートラルなガスの割合を小

売供給の特性とするメニューにおいて、特定の需要家向けに用いることを可能と

する

（４）託送料金の改定

・算入可能額については、調達者たるガス小売事業者が経産大臣の承認を得る

・託送料金の改定に当たっては、算入可能額のみを審査する変分改定

第36回 ガス事業制度検討ワーキンググループ（2024年7月29日）
資料４抜粋
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需要家における燃料転換の推進

⚫ 2050年カーボンニュートラルを実現していく上で、石炭等を活用した自家発電などにおいて、現実的な形で燃料転
換を進めていく観点は重要。以下の取組を通じて燃料転換を後押しする。

＜排出削減が困難な産業におけるエネルギー・製造プロセス転換支援事業＞

➢ 石炭等を燃料とする自家発電設備・蒸気ボイラ等において、大幅な排出量削減に資する水素・アンモニア・合成メ
タンなどの低炭素水素等への転換に伴う設備投資を支援。

➢ 足元では、低炭素水素等の調達が困難であるため、トランジション期における現実的な燃料転換として、LNG等
への燃料転換等も支援対象（今後、低炭素水素等が調達可能な環境になった場合に、低炭素水素等の利用も
見込んだ設備とすることが必要）。

＜省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業＞

➢ 化石燃料から電気への転換や、より低炭素な燃料への転換等、電化や脱炭素目的の燃料転換を伴う設備等の導
入を支援。（石炭・石油からガス等のより低炭素な化石燃料への燃料転換を行う事業等については、将来的な化
石燃料へのロックイン（利用の固定化）を回避するため、水素・アンモニア・合成メタンの利用など、技術的かつ経
済的に可能な範囲内で非化石エネルギーへの転換に向けた取組を実施することが必要。）
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